
 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

１） 安否確認（9月 6日に実施予定） 

   ・訪問による安否確認を実施 

   ・8月の理事会までに組織票を作る→これに沿った連絡網の精査 

   ・安否確認時に次の内容を伝達する 

       なつめヴィラの案内、応急手当講習会のお知らせ（レジュメの作成） 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 


